
（工期延期や部分払い
などの必要に応じて）

契約変更前の第三者による適正性チェックの手続き概要について（試行）

受注者 発注者

地質条件の変化など

施工数量・工法等の
変更内容の確認

大幅な増額変更等の適正性の確認

第三者※

契約変更

変更箇所の施工

①工事の区分が追加されるもの
（例：トンネル工事に橋台工事を追加）

②工事場所が追加されるもの
③変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上と
なるもの

※学識者や有識者など各地域の実情を考慮し、
発注者が複数選定

契約締結

＜赤字が従来手続きからの追加点＞

○令和７年度より、契約変更の手続きの透明性を確保するため、国土交通省直轄工事において契約変更前に必
要に応じて受発注者以外の第三者が適正性をチェックし、その意見を反映、公表する仕組みを導入する。

〇支出負担行為担当官発注工事において、大幅な増額変更等の前に第三者が契約変更の適正性を確認する試
行を実施し、第三者及び受発注者双方の意見を踏まえ、実現可能な仕組みへの改善を図る。

第三者の意見聴取の結果を
契約変更の内容とともに、
ホームページで公表

工事の竣工

大幅な増額変更等とは以下のいずれかに該当するもの

確認の視点
・変更理由の確認
・工事を追加する場合には既契約の工事内容と分離
して施工することが著しく困難であるか否か（一体
性）の確認

監督員による変更内容
の妥当性の確認

（大幅な増額変更等の場合）

（大幅な増額変更等の場合）

（通常の場合）

指示

別添


